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謹啓 

 陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

私どもの「禁煙推進の会えひめ」は、喫煙の及ぼす有害性と禁煙の必要性を

鑑み、禁煙推進事業に広く取り組んでいる NPO 法人で、現在、約 190 名の会員

で活動しております。 

さて、本県におきましては、日頃から県民の健康につきまして多分なご配慮

を賜り県民としてたいへん感謝いたしております。しかしながら、健康に多大

な影響を及ぼす喫煙への対策すなわち禁煙推進に関しては残念ながら本県は後

進県と言わざるを得ません。職場の受動喫煙に苦しむ多くの方々の声が本会に

多く寄せられております。厚生労働省は、昨年、少なく見積もって年間 6,800

人という膨大な数の非喫煙者が受動喫煙で死亡していると推定しました。受動

喫煙は、非喫煙者の命を奪うだけでなく、思い体調不良をもたらし、健康な人

生と生活の糧を奪うという憲法の基本的人権をも脅かすものです。平成 15 年 5

月に施行された「健康増進法（受動喫煙防止法）」および平成 17 年 2 月に発効

された「たばこ規制枠組条約」に従い、一昨年 4 月の神奈川県施行に続き、今

年 3 月には兵庫県で「受動喫煙防止条例」が制定されましたが、飲食店業界の

反対により、残念ながら県民の健康を本当に考えた完全な受動喫煙防止条例に

なっておりません。しかし、不完全な条例でありながら、施行一年後の神奈川

県調査によると心配されていた屋内禁煙化による経済的悪影響はなく、多くの

県民（非喫煙者 74％、喫煙者 43％）が肯定的に捉えているとのことです。本県

におきましても、県民の受動喫煙被害防止を第一に考え、早急にこの神奈川県

や兵庫県を超える例外なき「受動喫煙防止条例」を制定・施行していただけれ

ば、とお願い申し上げる次第です。 
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タバコに関する認識は昔とは全く変わってきています。一昔は、“大人の嗜好

品”などときれいにかっこよく言われていましたが、今では“ニコチン依存症”

“タバコ病”“毒の缶詰”などと言われ、世界で最も人類を殺している原因です。

そして、厚生労働省の調査によると、平成 22年の成人喫煙率は 19.5%（男性 32.2%、

女性 8.4%）で 2 割を切って過去最低になっている一方、禁煙したいと考えてい

る喫煙者は過去最高の 37.6%に登っているということです。「受動喫煙防止条例」

を施行して喫煙場所を規制することは、この禁煙したいと考えている喫煙者へ

の支援になります。 

最後に、繰り返しになりますが、なにとぞ、本県におきましても「受動喫煙

防止条例」を早期制定していただきたいと存じます。それが、全国 3 番目の施

行県となり、さらにそれを全国初となる例外なき「受動喫煙防止条例」にして

いただき、是非とも禁煙推進後進県という汚名を返上していただければ、と切

にお願い申し上げる次第です。 

ご多忙中のところ、まことに恐縮ではございますが、よろしくご検討を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

謹白 

【参考】 

健康増進法（受動喫煙防止法） 

http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html 

たばこ規制枠組条約 

  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_17a.pdf 
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